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１．計画策定にあたって 

 

 大阪府住宅まちづくり審議会は、令和３年１月に、大阪府知事より「賃貸住宅を活

用した居住の安定確保に関する計画の策定について」の諮問を受け、居住安定確保計

画推進部会において審議を進めてきました。 

 

 この間、本年３月には、「住生活基本法（平成 18年法律第 61号）」に基づく「住生

活基本計画（全国計画）」が定められ、現在、大阪府において、同法に基づく都道府県

計画である「住まうビジョン・大阪」の改定が進められています。 

 

また、同じく３月には、本審議会より知事に「大阪における今後の住宅まちづくり

政策のあり方について」を答申し、この中で、「福祉施策とも連携し、居住支援の仕組

みを機能させつつ、民間賃貸住宅や公的賃貸住宅といった住宅ストック全体を活用し

て居住の安定確保を図るため、これまでの取組みの方向性を継続・発展させていくこ

とが必要です。」としました。 

 

 大阪府は、これまで「高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26

号。以下「高齢者住まい法」という。）」に基づく「大阪府高齢者・障がい者住宅計画」

及び「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法

律第 112号。以下「住宅セーフティネット法」という。）」に基づく「大阪府賃貸住宅

供給促進計画」を策定し、高齢者、障がい者等の住宅確保要配慮者の居住の安定確保

に取り組んでいます。 

  

このたび、上記２種の計画について審議を行ってきた大阪府高齢者及び障がい者住

宅計画等審議会を本審議会に発展統合し、大阪における住宅まちづくり政策の方向性

に合わせて居住の安定確保に関する審議を行い、根拠法の異なる２種の計画を統合し

た計画の策定に取り組むことは、非常に画期的であると言えます。 

 

本答申を踏まえて、賃貸住宅を活用した居住の安定確保に関する計画を策定し、大

阪府地域福祉支援計画、大阪府高齢者計画、大阪府障がい者計画等の関連計画におけ

る取組みとも連携して、総合的かつ効果的な施策を推進することを期待します。 
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２．現状及び課題 

２－１ 居住支援の取組み 

 ①住宅セーフティネット制度 

  民間賃貸住宅の賃貸人（全国）へのアンケートでは、ホームレス、外国人、高齢

者、障がい者などの入居を制限しているとの回答がありました（令和２年度居住支

援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省））。 

 

 

 

  賃貸人が募集時の入居制限をする理由としては、「家賃の支払いに対する不安」

「他の入居者・近隣住民との協調性に対する不安」などが挙げられ、入居に対して

の不安解消のために必要な取組みとしては、「家賃債務保証の情報提供」「入居トラ

ブルの相談対応」などが挙げられています（令和２年度居住支援活動等の普及・促

進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省））。 
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  また、大阪府人権問題に関する府民の意識調査において、障がいのある人、日本

に居住している外国人、性的マイノリティに関して賃貸住宅などへの入居に困難が

「あると思う」「どちらかといえばあると思う」との回答が多くあります（令和２
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年度人権問題に関する府民意識調査報告書）。 

 

 

 

 

  平成 29 年の住宅セーフティネット法改正により、高齢者や障がい者等の住宅確

保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅（以下「セーフティネット住宅」という。）

の登録制度の創設等を柱とした、新たな住宅セーフティネット制度が示されました。 
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出典：令和２年度都道府県等高齢者住宅担当課長会議資料（国土交通省） 

 

 

出典：居住支援法人制度の概要（国土交通省） 

 

 

  大阪府では、高齢者や障がい者等の入居を受け入れる賃貸住宅の登録制度である

「大阪あんしん賃貸支援事業」を平成 19年に創設し、平成 29年３月には耐震性等

を確保した住宅を登録する「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」に移行す

るなど、平成 29 年 10 月 25 日に施行された住宅セーフティネット法の改正に先立
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ち、高齢者や障がい者等の住まいの確保に対する取組みを行ってきました。 

   

  また、平成 29年 12月に策定した「大阪府賃貸住宅供給促進計画」において、住

宅確保要配慮者の範囲を次のように定めています。 

 

① 法で定められた者 

・低額所得者 

・被災者（発災後 3年以内） 

・高齢者 

・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者 

・子ども（高校生相当以下）を養育している者（妊婦がいる世帯も含む） 

② 規則で定められた者 

・外国人 

・中国残留邦人 

・児童虐待を受けた者 

・ハンセン病療養所入所者 

・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者 

・北朝鮮拉致被害者等 

・犯罪被害者等 

・生活困窮者 

・更生保護対象者     

・東日本大震災による被災者 

・供給促進計画で定める者 

 ③基本方針に示されている者 

・海外からの引揚者 

・新婚世帯 

・原子爆弾被爆者 

・戦傷病者 

・児童養護施設退所者 

・LGBTをはじめとする性的マイノリティ 

・UIJ ターンによる転入者 

・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 

 

 

②セーフティネット住宅 

  住宅セーフティネット法においては、セーフティネット住宅の登録申請にあたっ

て、賃貸人は入居を拒まないこととする住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可

能となっていますが、大阪府では、「大阪府賃貸住宅供給促進計画 平成 29 年 12

月」において、高齢者専用などの住宅確保要配慮者専用賃貸住宅とする場合を除き、
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「対象となる住宅確保要配慮者の範囲を限定しない」こととし、入居拒否・入居差

別の解消に向けて取り組んでいます。 

  また、大阪府賃貸住宅供給促進計画において、住宅セーフティネット法に規定す

る住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅（セーフティネット住宅）の供給目標を令和

７年度末までに府域全体で２万戸として設定しましたが、令和２年度中に達成しま

した（35,428戸 令和３年３月末時点）。 

 

 

  セーフティネット住宅の登録は、大阪市内及び堺市内の戸数が多く、地域（高齢

者保健福祉圏）別に民間賃貸住宅戸数と比較すると泉州地域及び南河地地域のセー

フティネット住宅割合が高い状況です（令和３年３月末時点）。 
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※民間賃貸住宅数については、H30住宅・土地統計調査によるもので、町村は除く。 

 

 

③居住支援法人 

  住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住まい探しの相談

対応や情報提供、家賃債務保証、見守りなどの生活支援、家財処分など様々な支援

を行う法人を、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援法人として知事が指定

しています。 
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  居住支援法人の主な活動エリアについては、大阪市が過半となっています（令和

３年２月末時点）。 

 

 

 

  一方、大阪府内全域を活動エリアとする居住支援法人が 20 法人以上あり、府内

全市町村において一定数以上の居住支援法人が活動しています（令和３年２月末時

点）。 
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  大阪府内では、住宅確保要配慮者のどの属性においても、支援できる居住支援法

人は一定数あります（令和３年１月末時点）。 

 

 

④協力店・相談協力店（不動産事業者） 

  大阪府独自の取組みとして、不動産関係団体等の協力のもと、セーフティネット

住宅の紹介など住宅確保要配慮者の住まい探し相談に応じる不動産事業者を「協力

店」として登録しています。協力店のうち、市役所等で行われる住まい探し相談会

において出張相談に応じるなど、特に積極的に相談対応等に取り組む不動産事業者

を「相談協力店」として知事が指定しています。 
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  協力店がない市町村もありますが、地域（高齢者保健福祉圏）別には一定数の協

力店、相談協力店があります（令和３年３月末時点）。 

 

 

⑤居住支援協議会 

  住宅確保要配慮者への支援等を行うため、行政、不動産関係団体、居住支援法人

等が連携し、住宅確保要配慮者居住支援協議会（以下「居住支援協議会」という。）

を設置しています。行政が参画している大阪府内の居住支援協議会としては、大阪

府全域の居住支援協議会である Osakaあんしん住まい推進協議会の他に、豊中市居

住支援協議会、岸和田市居住支援協議会があります（令和３年３月末時点）。 

平成 30年度に実施した府の居住支援体制整備促進事業をきっかけに居住支援法

人を中心とした勉強会などを行っている地域もあり、大阪府も参加して居住支援

協議会の設立に向けた助言を行っています。また、居住支援協議会設立に向け

て、Osakaあんしん住まい推進協議会が勉強会などの資料作成等を支援していま

す。 

 

【大阪府内の居住支援協議会数 ３協議会（府、豊中市、岸和田市）】 

  ・Osakaあんしん住まい推進協議会（府協議会） 平成 27年３月 25日設立 

   入会している市町村数 39市町村（未入会：能勢町、豊能町、島本町、忠岡町） 

  ・豊中市居住支援協議会 平成 30年 11月２日設立 

  ・岸和田市居住支援協議会 令和元年８月 28日設立 
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